


事 務 連 絡 
平成 27 年１月 22 日 

 
都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市 

 
厚生労働省老健局老人保健課 

振興課 
 

 
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四

条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正す

る省令の公布について 
 
 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、

厚く御礼申し上げます。 

１月 16 日付の事務連絡でもご連絡させていただいたとおり、本日、介

護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四条

第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する

省令（平成 27 年厚生労働省令第 10 号）が官報公布されました。 
貴県又は貴市におかれましては、管下市町村又は事業所等への周知を徹

底し、平成 27 年４月１日からの円滑な施行に向けてご協力頂きますよう、

よろしくお願い申し上げます。 
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○

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
条
第
三
号
及
び
第
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成

第
一
条

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
二
項

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
二
項

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に

係
る
法
第
百
十
五
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

係
る
法
第
百
十
五
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ

の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ

る
基
準
と
す
る
。

る
基
準
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号

三

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う

べ
き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五

べ
き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五

条
及
び
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条

条
及
び
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条

（
第
四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第

（
第
四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第

二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第

二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第

四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第
二
百

四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第
二
百

八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
四
十

八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
四
十

五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準

五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第
二
百
八
十

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
、
第
百
五
条
の
二
（
第
百
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
、
第
百
三
十
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
（
第

条
第
一
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
六
条
（

百
三
十
六
条
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及

第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
百
四
十
五

び
第
百
四
十
五
条
第
七
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
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条
第
七
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

定
に
よ
る
基
準

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

法
第
百
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に

七

法
第
百
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ

き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条

き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条

、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
二
百
七
十
六
条
及
び

、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
二
百
七
十
六
条
及
び

第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
（
第

第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
（
第

五
十
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、

五
十
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
七
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
七
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
一
条
（
第
五
十
五

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
一
条
（
第
五
十
五

条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、
第
百
二

条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条

含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条

及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十

及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十

五
条
（
第
五
十
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第

五
条
（
第
五
十
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第

百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

百
七
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て

合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て

合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、

六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

第
二
百
七
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

七
十
条
、
第
七
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
五
条
の
二
、
第

む
。
）
、
第
七
十
条
、
第
七
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
三

百
三
十
三
条
第
一
項
（
第
百
五
十
九
条
及
び
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十

十
三
条
第
一
項
（
第
百
五
十
九
条
及
び
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

む
。
）
、
第
百
三
十
六
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

）
、
第
百
三
十
六
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

含
む
。
）
、
第
百
四
十
五
条
第
七
項
、
第
百
六
十
一
条
第
八
項
、
第
百
九

。
）
、
第
百
四
十
五
条
第
七
項
、
第
百
六
十
一
条
第
八
項
、
第
百
九
十
一



- 3 -

十
一
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九

条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
八

十
八
条
、
第
二
百
条
第
六
項
、
第
二
百
十
二
条
第
七
項
、
第
二
百
三
十
四

条
、
第
二
百
条
第
六
項
、
第
二
百
十
二
条
第
七
項
、
第
二
百
三
十
四
条
第

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
二

第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十

百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十
九
条

九
条
（
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に

（
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二

第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準

百
五
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）

（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
勤
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
三
人

（
新
設
）

以
上
配
置
し
、
か
つ
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
業
務
に
主
と
し
て
従
事
す

る
者
を
一
人
以
上
配
置
し
て
い
る
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い

て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
行
う
業
務
が
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
サ
ー
ビ

ス
提
供
責
任
者
の
員
数
は
、
利
用
者
の
数
が
五
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
一
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
が
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併

５

指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
が
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併

せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
と
指
定
訪
問
介
護
の

せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
と
指
定
訪
問
介
護
の
事

事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ

業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

い
て
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に

は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す

規
定
す
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
各
項
に
規
定

る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準

す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
九
条

（
略
）

第
九
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項
の

（
新
設
）
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設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
当
該

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
開
始
前
に
当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
に
係

る
指
定
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、

指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る

。
５

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
が
指
定
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併

４

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
が
指
定
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併

せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
と
指
定
通
所
介
護
の

せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
と
指
定
通
所
介
護
の

事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ

事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

い
て
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
に
規
定
す
る
設
備
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
三
項
に

で
に
規
定
す
る
設
備
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
三
項
に

規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
百
五
条
の
二

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指

（
新
設
）

定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
市
町
村

、
当
該
利
用
者
の
家
族
、
当
該
利
用
者
に
係
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に

連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に

際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
通
所
介
護

の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や

か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
は
、
第
九
十
九
条
第
四
項
の
指
定
介
護

予
防
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は

、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
た
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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(

準
用)

(

準
用)

第
百
七
条

第
八
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二

第
百
七
条

第
八
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二

十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
三
十

十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
二

六
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
に
つ

条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
及
び
第
三
十
条
中
「
第
二

の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
及
び
第
三
十
条
中
「
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の

十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
一
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
一
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
通
所

は
「
介
護
予
防
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
四
条
中
「
訪
問
介
護
員
等

介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
四
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
介

」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
通
所
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

護
予
防
通
所
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

(

準
用)

(

準
用)

第
百
十
五
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十

第
百
十
五
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十

九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
条
か
ら
第
三

九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
条
か
ら
第
三

十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条(

第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。)

、
第
三
十
四

十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条(

第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。)

、
第
三
十
四

条
の
二
、
第
三
十
六
条
及
び
第
五
十
二
条
並
び
に
第
一
節
、
第
四
節(

第
百
条

条
の
二
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
及
び
第
五
十
二
条
並
び
に
第
一
節
、
第
四
節(

第
一
項
及
び
第
百
七
条
を
除
く
。)

及
び
前
節
の
規
定
は
、
基
準
該
当
介
護
予

第
百
条
第
一
項
及
び
第
百
七
条
を
除
く
。)

及
び
前
節
の
規
定
は
、
基
準
該
当

防
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条

介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

及
び
第
三
十
条
中
「
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
五
条
に
お
い
て

第
八
条
及
び
第
三
十
条
中
「
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
五
条
に

準
用
す
る
第
百
一
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防

お
い
て
準
用
す
る
第
百
一
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
介

通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
十
九
条
中
「
内
容
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問

護
予
防
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
十
九
条
中
「
内
容
、
当
該
指
定
介
護
予

介
護
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て

防
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代

支
払
を
受
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、

わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
内
容

第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
予
防

」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介

訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
」
と
、
第
百
条

護
予
防
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
」
と
、

第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
予
防
通
所

第
三
十
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
通
所
介
護
従
業

介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項

者
」
と
、
第
百
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指

中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

定
介
護
予
防
通
所
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
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の
と
す
る
。
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○

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
三
条

前
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

第
三
条

前
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
七

る
旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
七

条
第
二
項
の
規
定
は
、
旧
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
が
第
一
号

条
第
二
項
の
規
定
は
、
旧
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
が
第
一
号

訪
問
事
業
（
旧
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
に

訪
問
事
業
（
旧
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
に

相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
事

相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
事

業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
の
規

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
条
第
六
項

指
定
訪
問
介
護
事
業
者

第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号

第
五
条
第
五
項

指
定
訪
問
介
護
事
業
者

第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号

訪
問
事
業
に
係
る
指
定
事
業

訪
問
事
業
に
係
る
指
定
事
業

者

者

指
定
訪
問
介
護
の
事
業

当
該
第
一
号
訪
問
事
業

指
定
訪
問
介
護
の
事
業

当
該
第
一
号
訪
問
事
業

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基

市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基

市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一

準
第
五
条
第
一
項
か
ら
第

号
訪
問
事
業
の

準
第
五
条
第
一
項
か
ら
第

号
訪
問
事
業
の

四
項
ま
で
に
規
定
す
る

四
項
ま
で
に
規
定
す
る

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
、
第
八
条
か

三

旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
、
第
八
条
か

ら
第
十
四
七
条
ま
で
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

ら
第
十
四
七
条
ま
で
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
（
第
百
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
（
第
百
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）
、
第
十
六
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

限
る
。
）
、
第
十
六
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
七
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
七
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
（
第
百
七
条
及

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
（
第
百
七
条
及

び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
（

び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
（

第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

二
十
四
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

二
十
四
条
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
六
条
ま
で
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十

る
。
）
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
六
条
ま
で
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

第
四
項
ま
で
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
第
百
七
条
に
お
い
て
準

限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
（
第
百
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
の
二
（
第
百
七
条
及
び
第
百
十

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
の
二
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
（

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
条
（
第
百
七
条

第
百
七
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
十
六
条

九
十
六
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
条
第
四

か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
条
第
四
項
、
第
百

項
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
規
定

八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
規
定

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

第
五
条

附
則
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

第
五
条

附
則
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び

と
さ
れ
る
旧
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び

第
八
項
並
び
に
第
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
は
、
旧
介
護
予
防
通
所
介
護
の

第
八
項
並
び
に
第
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
旧
介
護
予
防
通
所
介
護
の

事
業
を
行
う
者
が
第
一
号
通
所
事
業
（
旧
法
第
八
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す

事
業
を
行
う
者
が
第
一
号
通
所
事
業
（
旧
法
第
八
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す

る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に

る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
指
定
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
い
る
場
合
に
つ
い

限
る
。
）
に
係
る
指
定
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
い
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
介
護
予

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
介
護
予
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防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
十
九
条
第

指
定
通
所
介
護
事
業
者

第
九
十
七
条
第
一
項
第
三
号

第
九
十
九
条
第

指
定
通
所
介
護
事
業
者

第
九
十
七
条
第
一
項
第
三
号

五
項

に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事

四
項

に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事

業
に
係
る
指
定
事
業
者

業
に
係
る
指
定
事
業
者

指
定
通
所
介
護
の
事
業

当
該
第
一
号
地
位
所
事
業

指
定
通
所
介
護
の
事
業

当
該
第
一
号
地
位
所
事
業

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基

市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基

市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一

準
第
九
十
五
条
第
一
項
か

号
通
所
事
業
の

準
第
九
十
五
条
第
一
項
か

号
通
所
事
業
の

ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す

ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す

る

る

２

（
略
）

２

（
略
）


